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第１章 総説 
 

 

 

 

第１節 「所沢市マチごとエコタウン推進計画（第３期所沢市環境基本計画）

中間改定版」の概要 

 

 

第２節 所沢市脱炭素ロードマップの概要 
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１．環境基本計画とは 

「所沢市環境基本計画」は、「所沢市環境基本条例」第９条第１項に基づき、環境保全に関する

施策・事業を総合的に進めるための計画です。また、「環境基本法」第３６条第１項において、地

方公共団体は、国の施策に準じた施策及び当該区域の自然的・社会的条件に応じた環境の保全のた

めに必要な施策を、総合的・計画的に推進・実施するものと規定されています。本計画では、どの

ような環境・社会を目指し、どのような施策を進めていくべきかを中・長期的視点に立って示し、

実施すべき施策、推進体制等を示しています。また、本計画の施策に期待される効果については、

「持続可能な開発目標（SDGs）」を用いて整理し、SDGsの推進に貢献しています。 

 

２．市の環境を支える計画等 

本計画は、本市の最上位計画である「第６次所沢市総合計画」をはじめ、廃棄物やみどり等に

関する分野別計画との整合を図り、連携することで、全庁を挙げた環境保全の取組を推進してい

ます。 

 

３．計画の特徴 

本計画は、2014年に策定した「マチごとエコタウン所沢構想」と統合した計画となっており、

「“人と人”、“人と自然”との絆」を大切にする「エコタウン」を築いていくという方針を明確

にしている点が特徴です。 

また、国際的な協働により取り組んでいく SDGsの考え方を取り入れ、本計画の施策との関係

を示していることも特色であると言えます。 

なお、2024 年３月に中間改定として、現在の社会情勢、関連法、施策の達成状況等に応じて

内容を改定しています。 

 

４．計画の範囲 

①対象区域 

所沢市域全域（72.11 km2） 

②計画の期間 

「所沢市マチごとエコタウン推進計画（第 3 期所沢市環境基本計画）」の計画期間は、2019

（令和元）年度から 2028年度の 10年間としました。 

③対象 

私たちのくらしは、大気・水質・廃棄物等の生活環境、みどり・野生生物等の自然環境、景観・

美観等の都市環境といった身近な環境から、地球温暖化等の地球環境に至るまで、影響を及ぼすと

ともにこれらの環境からも影響を受けています。 

そこで、本計画で対象とする環境の範囲は、地球環境、自然環境、生活環境及び都市環境の４つ

とします。 

 

 

第１節 「所沢市マチごとエコタウン推進計画（第３期所沢市環境基本計画） 

中間改定版」の概要 



４ 

 

 

分 野 内 容 

地球環境 地球温暖化、酸性雨、森林の減少、資源・エネルギー 等 

自然環境 みどり、野生生物、地形・地質 等 

生活環境 大気、水質、土壌、騒音・振動、悪臭、有害化学物質、廃棄物処理 等 

都市環境 景観、美観、利用者にやさしい公共施設、公園、文化財、交通 等 

 

５．計画の位置づけ 

本計画は、国や県の環境基本計画等と整合を図るとともに、本市の最上位計画である「第６次所

沢市総合計画」や、廃棄物やみどり等に関する分野別計画などとの整合も図っています。 

また、本計画には、「気候変動の影響への適応の推進に関する法律」（以下、「気候変動適応法」

という）第１2条に基づく「所沢市気候変動適応計画」及び「環境教育等による環境保全の取組の

促進に関する法律」（以下、「環境教育等促進法」という）第８条第 1項に基づく「所沢市環境教

育等に関する行動計画」も内包されています。 

さらに、SDGs については、本計画による貢献を明確化するため、それぞれの施策が貢献する

SDGsを整理しています。 

 

■本計画の他計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想

基本計画

実施計画

第６次所沢市総合計画

関連諸計画

・所沢市みどりの基本計画

・所沢市一般廃棄物処理基本計画 等

基本計画

所沢市環境教育等に関する行動計画

所沢市気候変動適応計画

脱炭素ロードマップ

地球温暖化対策の
推進に関する法律

所沢市環境基本条例

環境教育等促進法

気候変動適応法

所沢市マチごとエコタウン推進計画
（第3期所沢市環境基本計画）中間改定版

所沢市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

所沢市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

環境基本法

所沢市脱炭素社会を実現するための条例所沢市

国
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６．  計画の構成 

「所沢市マチごとエコタウン推進計画（第 3 期所沢市環境基本計画）」は、マチごとエコタウン

所沢構想の理念を軸に、「環境基本計画」と「所沢市脱炭素ロードマップ」を統合して策定していま

す。 

このうち、特に脱炭素社会の構築に資する施策については、「所沢市脱炭素ロードマップ」として

別冊にまとめています。また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「地球温暖化対策推

進法」という）第 21 条第３項に基づく、市域全体の温暖化対策に係る「所沢市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）」と、同条第１項に基づく、市の事務事業における温暖化対策に係る「所沢市

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」についても、「所沢市脱炭素ロードマップ」にて取り扱い

ます。 

なお、中間改定版では新たに、「気候変動適応法」第 12条に基づく「所沢市気候変動適応計画」

を策定し、「環境教育等促進法」第 8 条第１項に基づく「所沢市環境教育等に関する行動計画」と

ともに基本計画に内包しています。 

 

■所沢市マチごとエコタウン推進計画（第 3期所沢市環境基本計画）中間改定版の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本計画に内包する計画 

・「所沢市気候変動適応計画」 

「気候変動適応法」第 12条に基づき、本市の気候変動適応に関する取組を定めたものです。 

・「所沢市環境教育等に関する行動計画」 

「環境教育等促進法」第８条第 1項に基づき、本市の環境保全活動の意欲の増進や環境教育・

協働取組の推進について定めたものです。 

・「所沢市地球温暖化対策実行計画」 

「地球温暖化対策推進法」第 21 条第１項及び第３項に基づき、本市の地球温暖化対策の取

組を定めたものです。 

  

所沢市マチごとエコタウン推進計画（第 3期所沢市環境基本計画）中間改定版 

基本計画 

〇基本理念、将来像、基本方針 

〇分野別施策体系 

〇内包する計画 

所沢市気候変動適応計画、所沢市環境教育等に関する行動計画 

〇推進体制 

所沢市脱炭素ロードマップ 

〇脱炭素社会の実現に向けた施策 

○内包する計画 

所沢市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

所沢市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

〇推進体制 
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７． 所沢市気候変動適応計画 

人類による温室効果ガスの排出に起因する気候変動が起こっており、既にあらゆる場面で影響

が表れています。今後さらに増大する恐れがあり、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報

の提供、その他必要な措置を講じることが急務となっています。 

（１）計画の目的 

現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。  

（２）計画の期間 

2024年度～2028年度 

 

８． 所沢市環境教育等に関する行動計画 

「環境教育促進法」に基づき、本市における環境教育・環境学習・環境保全活動について定め

た「所沢市環境教育等に関する行動計画」を基本計画に内包して策定しています。当行動計画で

は、持続可能な社会の実現のために、子どもから大人まで一人ひとりが知識の習得に努めるとと

もに、環境保全に主体的に関わることができるようになるための施策を整理しています。 

（１）計画の目的 

持続可能な社会を構築するために、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに

協働取組について推進します。  

（２）計画の期間 

2019年度～2028年度 
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１．所沢市脱炭素ロードマップの位置づけ 

「所沢市脱炭素ロードマップ」は、「所沢市マチごとエコタウン推進計画（第３期所沢市環境基

本計画）中間改定版」の一部です。また、本ロードマップは「地球温暖化対策推進法」第 21条

に基づく地方公共団体の実行計画として位置付けています。 

 

２．計画期間 

2024（令和６）年度から 2028年度までの 5年間とします。 

 

３．地球温暖化対策実行計画 

「区域施策編」では市域における温室効果ガス排出量の削減を、「事務事業編」では市の事務及び事業

における温室効果ガス排出量の削減を対象としています。各項目について目標を設定し、地球温暖化対策

を推進しています。 

 

（１）区域施策編 

＜温室効果ガス排出削減目標＞ 

市域における温室効果ガス排出削減の短期目標は、2030年度までに 2013（平成 25）年度

比で 51％削減を目指します。これは国の中期目標を上回る野心的な水準です。 

また、長期目標についても、国の長期目標と同様に、2050年度までに実質ゼロとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市域の温室効果ガス排出削減に係る指標 

指標項目 
基準年度     

計画終了 
年度 

 短期目標 
年度 

2013 年
度 

2024年
度 

2025年
度 

2026年
度 

2027年
度 

2028 年
度 

2029年
度 

2030 年
度 

市域における温室
効果ガス排出量の
削減率（%） 

－ 36.8% 39.2% 41.5% 43.9% 46.3% 48.7% 51.0% 

 

 

 

＜長期目標＞         実質ゼロ 

＊森林などによる温室効果ガスの吸収などを踏まえ、温室効果ガスの実質ゼロを目指す  

「目標年度：2050 年度」 

 

    

 

＜短期目標＞       

基準年度比 ５１%削減 

            約 76.0 万 t-CO2 

 

約 155.2 万 t-CO2 

 

基準年度：2013 年度 

目標年度：2030 年度 

第２節 所沢市脱炭素ロードマップの概要 
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（２）事務事業編 

＜計画の範囲と温室効果ガス排出削減目標＞ 

①計画の範囲 

本市が管轄する、出先機関等を含めた組織及び施設等における全ての事務及び事業を、本計

画の対象とします。あわせて、指定管理者制度などによる管理施設についても対象とします。

ただし、外部への委託等による事務及び事業は対象外とし、温室効果ガス削減に向けた配慮を

要請するものとします。 

 

②温室効果ガス排出削減目標 

本市の事務及び事業における温室効果ガス排出削減の短期目標は、2030年度までに

2013（平成 25）年度比で 78.6％削減を目指します。これは、国の中期目標である 50％を

大きく上回る水準です。 

また、長期目標についても、国の長期目標と同様に、2050年度までに実質ゼロとします。 

 

 

 

 
     
 
   

 

 

 
 
※1 基準年度（2013（平成 25）年度）における温室効果ガス排出量 
      

■事務事業における温室効果ガス排出削減に係る指標 

指標項目 

基準 
年度 

    
計画終
了年度 

 短期目
標年度 

2013 年
度 

2024 年
度 

2025 年
度 

2026 年
度 

2027 年
度 

2028 年
度 

2029 年
度 

2030 年
度 

事務事業におけ
る温室効果ガス
排出量の削減率
（%） 

－ 72.2% 73.3% 74.4% 75.4% 76.5% 77.6% 78.6% 

 

 

    

 

＜長期目標＞    

 

＜短期目標＞       

実質０t-CO2 

 
約 3.2万 t-CO2

※1
 

 

基準年度：2013 年度 

基準年度比 78.6%削減 

            約 0.7万 t-CO2 

 

約 3.2万 t-CO2
※1

 

 

基準年度：2013 年度 

目標年度：2030 年度 

目標年度：2050 年度 


